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【重要】新型コロナワクチン
３ 回 目 接 種 の 予 約 に つ い て

　令和 3 年 6 月 22 日～ 7 月 11 日までに 2 回目を

接種した65歳以上の方で、1・2回目を町内医療機関・

保健センターで接種した方に対して、3 回目接種日時・

場所を指定して接種券を発送します。

　接種券が届きましたら、すぐに開封して、ご自身の

接種日をご確認ください。

　接種日を変更・取消する場合は、電話か窓口へご連

絡をお願いします。

（訂正）広報おおあらい 1 月号（4 ページ）に、令和

3 年 7 月 6 日までに 2 回目の接種をした方の接種開

始時期を 2 月 7 日と記載しましたが、一部の医療機

関で 1 月 31 日から開始します。

問 合 せ　新型コロナワクチン相談電話（健康増進課内）

　　　　　☎ 229-3393（8：30-17：15）

児童精神科の医療市民講座

日　　時　2 月 5 日（土）　14：00 ～ 16：30（予定）

場　　所　医療専門学校　水戸メディカルカレッジ

　　　　　（水戸市東原 3-2-5）

テ ー マ　発達障害児の感覚特性に着目する意義

講　　師　国立精神神経医療研究センター　熊崎　博一　医師

対　　象　こどものコミュニケーションや言動にお悩みの方

定　　員　100 名（要申込）※オンライン同時開催

※会場参加の方のみ、講座終了後、医師、言

語聴覚士による個別相談あり（要申込）

費　　用　無料

申込方法　申込フォームよりお申込み

　　　　　ください。

申込期限　1 月 31 日（月）

問 合 せ　北水会記念病院

　　　　　☎ 303-3003

水戸税務署から重要なお知らせ
【もっと身近に　もっと便利に　スマホで申告！】

　確定申告には、ご自宅からスマホやタブレットでご

利用いただけるｅ－Ｔａｘ・スマホ申告が便利です。

　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」

にスマホでアクセスすると、見やすいスマホ専用画面

をご用意しております。

　多くの方が来場される確定申告会場に出向くことな

く、マイナンバーカード読取対応のスマホを利用して、

ご自宅でスマホ申告することができます。

（こんなあなたはスマホ申告！）

〇年末調整済で医療費控除やふるさと納税などの寄附

金控除の申告をする方

〇年末調整が済んでいない方

〇２か所以上の給与所得がある方

〇年金収入や副業等の雑所得がある方

〇株式等の譲渡（特定口座をお持ちの方）

（もっと便利に！）

〇給与所得の源泉徴収票をスマホのカメラ機能で読み

取ると、記載内容が入力画面へ自動反映されます！

問 合 せ　水戸税務署　☎ 231-4211

司法書士による全国一斉生活保護相談会
～あきらめる前に相談を！その一歩が命をつなぐ～

　生活保護に関する電話相談会を開催します。相談無料、

秘密厳守ですので、お気軽に相談ください。

日　　時　1 月 30 日（日）　10：00 ～ 16：00

専用電話　☎ 0120-052-088（フリーダイヤル）

問 合 せ　茨城青年司法書士協議会　☎ 0294-73-0575

令和３年度 大洗町土地改良区 芝焼きの実施について
　病害虫防除のための芝焼きを実施いたします。

　細心の注意を払って行ないますので、ご理解の程よ

ろしくお願いいたします。

日　　時　1 月 30 日（日）　9：00 ～ 12：00

場　　所　大洗町土地改良区内水田

　　　　　（大貫町・神山町・成田町地内）

問 合 せ　大洗町土地改良区　☎ 267-2731（直通）

令和 4 年度の県民交通災害共済出張受付中止のお知らせ
　例年実施しておりました出張受付は、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため中止といたします。

　令和 4年度の県民交通災害共済の加入受付は、2 月 1

日（火）より役場 1階、住民課窓口において開始します。

　県民交通災害共済は、県民が交通事故にあわれた際に

見舞金を給付する制度です。

　4 月以降に加入の場合、共済期間は加入日の翌日から

になります。

問 合 せ　住民課　住民係（内線 112・114）

ストーブやコンロ等の火の取り扱いには注意しましょう！
　消防本部から火の取り扱いについてお知らせいたします。

　冬になり冷え込んでくると火を使う機会が増えてきます。

全国的にもガスコンロやストーブなどによる住宅火災が多くな

る時期となります。住宅火災の原因の多くは火を取り扱う方

の不注意です。

①ストーブは洗濯物や布団などの燃えやすいものから離して

使いましょう。

②火をつけたままストーブの移動や灯油の給油をおこなうと

灯油をこぼし、燃え移る可能性があり大変危険です。ストー

ブを移動するとき、給油をするときは火を消しましょう。

③ガスコンロやストーブなどを操作するときには着ている衣

服の袖や裾などに火が燃え移ること

もありますので十分注意しましょう。

問 合 せ　大洗町消防本部

　　　　　火災警防課　火災予防係

　　　　　☎ 266-1199

不法投棄はやめましょう！一般ゴミ・産業廃棄物の不法投棄は厳禁です。


